
【問合先】【問合先】 国東市役所 高齢者支援課 高齢者支援係  ☎0978-72-5189（直通）

【問合先】市民健康課戸籍住民係　☎0978-72-5166

　平成27年8月の制度改正により、これまで介護保険
サービスの利用者負担額については、所得にかかわらず
一律にサービス費用の１割でしたが、平成27年8月サー
ビス利用分から、65歳以上の方のうち一定以上所得の
ある方は利用者負担割合が2割に変わりました。
　要支援又は要介護又は事業対象者の認定を受けた方
全員に自己負担割合（1割又は2割）が記載された「介護
保険負担割合証」をお送りします。
○現在お持ちの負担割合証の有効期限は7月末です。
○介護サービスをご利用する際に介護保険被保険者証
（桃色）と介護保険負担割合証（緑色）を一緒に、担当ケ
アマネジャーやサービス提供事業所にご提示いただ
きますようお願いします。

　現在、県内参加市町どこの窓口でも、「住民票の写し」「戸籍謄本・抄本」「戸籍の附票」「印鑑登録証明書」「身
分証明書」の交付が受けられますが、7月1日から新たに日田市が参加することになりました。

参加市町：国東市・豊後高田市・杵築市・日出町・宇佐市・中津市・別府市・大分市・玖珠町・九重町・
由布市・豊後大野市・竹田市・臼杵市・佐伯市・津久見市・日田市

「おおいた広域窓口サービス」に日田市が参加します。

◆本人確認書類（運転免許証など）と印鑑をお持ちください。
◆「印鑑登録証明書」を請求の場合は、印鑑登録証が必ず必要です。

◆利用できる方は、参加市町に住民登録のある方に限られます。
◆委任状による請求はできません。

平成28年度の負担割合証を
7月中旬にお送りします。
平成28年度の負担割合証を
7月中旬にお送りします。

住民基本台帳法に基づき、国東市の住民基本台帳の閲覧状況をお知らせします。

（平成26年11月1日～平成28年3月31日）

日本たばこ産業㈱
たばこ事業本部マーケティング戦略部

部長　中込 敬介

閲覧申出者 利用目的 閲覧年月日 閲覧にかかる住民の範囲

全国たばこ喫煙者率調査 平成27年1月6日 国東町岩戸寺・来浦　20名

毎日新聞社

代表取締役社長　朝比奈 豊 第69回読書世論調査 平成27年6月5日 国見町伊美　　　　　12名

一般財団法人　日本宝くじ協会

理事長　横山 洋吉 宝くじに関する世論調査 平成28年3月4日 国見町伊美　　　　　19名

日本銀行情報サービス局

局長　髙橋 経一
生活意識に関する
アンケート調査

平成27年8月28日 国東町岩屋・小原　　15名

総務省情報通信国際戦略局

局長　山田 真貴子
通信利用動向調査における

世帯対象調査
平成28年1月26日

安岐町瀬戸田　　　　43名
国東町安国寺・鶴川　 86名
武蔵町古市　　　　　43名

住民基本台帳の閲覧者を公表します。住民基本台帳の閲覧者を公表します。

介護認定を受けている方へ介護保険負担割合証を送ります

　国東市では、行方不明になった高齢者等を早期発見・早期保護につなげるため、行方不明になった方の位置情報を提

供するための探索機器（ＧＰＳ）利用の初期費用・月額使用料の一部助成事業を、平成２８年６月より開始しました。

位置情報探索機器（GPS）
貸与及び使用料の一部助成を始めました！
位置情報探索機器（GPS）
貸与及び使用料の一部助成を始めました！

①どこ・どこサービス①どこ・どこサービス

時々、
どこに行ったか
探すことがある。

突然いなくなったら
どうしよう…

そんなお困り事はありませんか？
そんなときにご活用ください！！

コンパクトで
携帯に便利♪

★国東市地域包括支援センター（国東市役所本庁１階）　　　 ☎0978-72-5184
★国東市地域包括支援センター国見支所（国見総合支所内）　☎0979-82-0800

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞

利用対象者

サービスが開始するまでの流れ

申請に必要なもの （地域包括支援センターの窓口でお渡しします。）申請書 印鑑

国東市に住所を有しており、国東市認知症高齢者

等見守り・あんしんネットワーク事業に事前登録し

ている方。

※「事前登録」とは
認知症などにより、行方不明になる心配のある方の捜索に
必要な情報を事前に登録しておくことです。
登録いただいた情報は、市役所、国東警察署、国東消防署
の３機関で共有し管理・保管します。

サービス内容
ご家族がコールセンター（24時間対応）に電話で問

い合わせると、探索機器を持った行方不明者の居

場所を探索し、電話で居場所をお知らせします。

※機器の電源が切れていたり、探索機器の電波の届かな
い場所、または行方不明者が機器を所持していない場合
は、居場所を特定できないことがあります。
※行方不明者を探すのは、ご家族等になります。

①地域包括支援セ
ンター（本庁・国
見）に申請書提出

③申請者と事業者
との契約

④サービス利用開始
②市で審査後、　
利用決定通知書
の送付

初期費用 月額使用料

●利用者負担額

※詳細については
　下記にお問い合わせ
　ください。

（横38.5mm×縦45.5mm×厚さ11.85mm）

②あんしんケータイサービス②あんしんケータイサービス
（横49mm×縦84mm×厚さ17.3mm）

① どこ・どこサービス

　（個人契約の場合）

無料

（3，240円）

1，080円

（4，320円）

1,080円

（2,160円）

1,400円

（2,700円）

② あんしんケータイサービス

　（個人契約の場合）
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